
津島市では、持続可能な行財政基盤を確立するため、
平成27年度に行財政改革の指針となる「津島市行財政改
革推進大綱」を策定しました。
大綱は、平成28年度から令和7年度までの10年間を期
間としており、令和2年度に中間年を迎えたこと等により、
これまでの達成状況を振り返り、見直しを行いました。

これまでの達成状況
津島市行財政改革推進大綱の基本目標を具体化する

ための実行計画として、平成28年度から令和2年度まで
の5年間を計画期間とした「津島市行財政改革推進計画」
を策定し、行財政改革の取組を進めてきました。
令和元年度までの4カ年の達成状況は次のとおりです。

津島市行財政改革推進大綱および津島市行財政改革推進計画の見直し

更なる行財政改革
これまで、「津島市行財政改革推進大綱」のもと

「津島市行財政改革推進計画」に掲げた事業に取り
組み、一定の成果を上げてきました。
しかし、将来人口の推計から予測される今後の生
産年齢人口の減少などから、引き続き厳しい状況に
なると考えられ、さらに、新型コロナウイルス感染症
に対応した新しい生活様式を実践していく必要も
あります。
こうした中、新たな公共サービスを展開し、デジタ
ル化に対応していくなど、一層の行財政改革に取り
組んでいくことが必要であるとの考えから、「津島
市行財政改革推進大綱（改訂版）」を策定しました。
「津島市行財政改革推進大綱（改訂版）」では、こ
れまでと同じ3つの基本目標に「デジタル化」など新
たな方向性を加えており、また、この3つの基本目標
の具体化に向け、「行財政改革推進計画（第2次）」を
策定しました。
3つの基本目標に沿った個別取組事項を着実に
実行することで、「強い津島市」を作り上げていける
よう取り組んでまいります。

良好な職場環境

適切な処遇

適正な事務運営
人事管理

適正な事務運営

連携・協働事業の
推進

効率的な行政
経営の推進

健全な財政
運営の推進

歳出の削減

歳入の確保
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市内にお住まいの全ての方のごみを、円滑・安全に収
集するため、集積場の利用にあたっては、排出ルールを
守っていただきますようお願いします。

○ごみは、必ず午前8時30分（時間厳守）までに、分別ルー
ルや収集日を守って排出してください。

○事業活動に伴って生じたごみは、集積場には排出しな
いでください。

○地域外の集積場へのごみ持ち込みについて、たくさん
の苦情が寄せられています。地域により、集積場面積
の大小や距離の遠近等は様々ですが、必ず地域の決め
られた集積場にごみを排出してください。

5月に開催を予定していた市内一斉の春のごみゼロ運
動は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止
します。
なお、秋のごみゼロ運動につきましては、11月13日㈯に
開催を予定していますが、今後の感染拡大の状況を注視
し、改めてお知らせします。

各家庭に配布の「家庭ごみ＆資源の分け方と出し方」を参考に分別し、下表のとおり間違いのないように出してください。
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注意事項

と
注意点

・個人市民税・県民税（普通徴収分）
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税（種別割）
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

利用可能なアプリ
・ＰａｙＢ
・ＬＩＮＥ　Ｐａｙ
・ＰａｙＰａｙ
・ファミペイ

4月から、スマートフォン決済アプリで税金、料金の納付ができるようになります。
スマートフォン決済とは、スマートフォンまたはタブレット端末に対応アプリをインストールすると、納付書のバー

コードを読み込むだけでいつでもどこでも簡単に支払いができる決済サービスです。

4月から納付書裏面に記載のある
コンビニエンスストアで納付ができます。

令和3年4月より前に発行されている納付
書は、バーコード印字がされていないため、
コンビニエンスストアでの納付はできませ
ん。市役所や金融機関でお支払いをお願い
します。

税金等のお支払いには

スマートフォン決済アプリが便利です！

コンビニ支払いが可能になりました！

取扱対象税目・料金

利用方法は、各アプリのホームページをご確認ください。
・納期限を過ぎた納付書（再発行納付書や督促状な
ど、取扱期限が別で設定されているものについて
は、その指定期日を過ぎた納付書）、30万円を超え
る納付書、バーコードが印刷されていない納付書
はご利用いただけません。
・領収証書、納税証明書（車検用）が必要な方は、納
付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスス
トアでお支払いください。

問合　収納課管理Ｇ　☎55-9276
保険年金課国民健康保険Ｇ　☎24-1113
保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114
高齢介護課介護保険Ｇ　☎24-1117

問合　保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-１１１４
高齢介護課介護保険Ｇ　☎24-１１１７
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Ｑ．平成29年4月に住宅（木造、110㎡）を新築しましたが、
令和3年度分から税額が急に高くなっているのはなぜ
ですか？

Ａ．新築の住宅で一定の要件に該当する場合、3年間（3階
建て以上の中高層耐火住宅は5年間）に限り、一戸あた
り120㎡まで税額が2分の1に減額されます。したがっ
て、平成30年～令和2年度分は税額が減額されていま
す。

Ｑ．私は、令和2年11月に土地を売るために売買契約をし
て、令和3年2月に買主への所有権移転登記を済ませ
ました。令和3年度の固定資産税は誰に課税されます
か？

Ａ．令和3年度の固定資産税は、売主に課税されます。固定
資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に対
し、当該年度分の課税をすることになっています。

Ｑ．令和3年2月に古い物置（家屋）を取り壊しましたが、令
和3年度の固定資産税は課税されますか？

Ａ．課税されます。毎年1月1日現在に存在している家屋に
ついて、当該年度分を課税することになっています。

令和3年度固定資産税の価格（評価額）を3月31日に決定し、固定資産課税台帳に登録しました。
納税通知書発送日　4月7日㈬ 
※納期限については下記「令和3年度津島市税等納付のこよみ」をご覧ください。

※12月の納期限
固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、下水道事業受益者負担金・・・12月27日㈪
市営・改良住宅家賃、住宅新築資金等償還金、保育所等利用者負担金、介護保険料、
後期高齢者医療保険料・・・令和4年1月4日㈫

令和3年度津島市税等納付のこよみ

令和3年度
固定資産税についてQ&A

令和3年度固定資産税の課税 問合　税務課固定資産税Ｇ　☎55-９２６４
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